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１【提出理由】

 当社は、平成26年５月19日開催の当社取締役会において、株式会社Ji2（本社：東京都新宿区西新宿七丁目２１番１号

新宿ロイヤルビル　代表取締役社長　藤澤哲雄、以下、「Ji2」という。）の株式を取得し（以下、「本件株式取得」

という。）、その後当社を完全親会社、Ji2を完全子会社とする簡易株式交換（以下、「本件株式交換」といい、「本

件株式取得」と併せて「本件統合」と総称する。）を行うことを決議し、同日付けで株式譲渡契約書及び平成26年６月

24日を株式交換の効力発生日とするJi2との株式交換契約書の締結をいたしました。このため、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1) 当該株式交換の相手会社についての事項

①　商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

　商号　　　　　　　　　：株式会社Ji2

　本店の所在地　　　　　：東京都新宿区西新宿七丁目21番１号新宿ロイヤルビル

　代表者の氏名　　　　　：代表取締役社長　藤澤哲雄

　資本金の額　　　　　　：105百万円 （平成25年12月31日現在）

　純資産の額　　　　　　：86百万円 （平成25年12月31日現在）

　総資産の額　　　　　　：286百万円 （平成25年12月31日現在）

　事業の内容　　　　　　：国際法務およびコンピュータ調査に関わる電子データ処理　の専門事業

 

②　最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益および純利益

（単体）

事業年度 平成23年12月期 平成24年12月期 平成25年12月期

売上高（百万円） 587 553 577

営業利益（百万円） 3 △59 △39

経常利益（百万円） 1 △56 △28

当期純利益（百万円） 0 △63 △32

 

（連結）

事業年度 平成23年12月期 平成24年12月期 平成25年12月期

売上高（百万円） 624 612 764

営業利益（百万円） 12 △68 △57

経常利益（百万円） 9 △66 △45

当期純利益（百万円） 8 △72 △50

　（注）連結、単体ともに金融商品取引法の規定に基づく監査法人の監査を受けておりません。

 

③　大株主の氏名および発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成26年5月16日現在）

大株主の氏名
発行済株式の総数に占め

る大株主の持株数の割合

藤澤　哲雄 90.38％

松本　一文 9.16％

仁位　清丸 0.41％

丸橋　康彦 0.03％

平沼　真一 0.02％
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④　提出会社との間の資本関係、人的関係および取引関係

資本関係 当社と当該相手会社との間には、記載すべき資本関係はありません。

また、当社の関係者及び関係会社と当該相手会社の関係者との間には、特

筆すべき資本関係はありません。

人的関係 当社と当該相手会社との間には、記載すべき人的関係はありません。

また、当社の関係者及び関係会社と当該相手会社の関係者との間には、特

筆すべき人的関係はありません。

取引関係 当社は平成26年２月21日に業務提携し、Ji2との間で共同開発や貸付金の

取引を行っております。

 

(2)　当該株式交換の目的

平成26年2月21日付開示「ソリトン、日米でデジタルフォレンジック事業を展開する㈱Ji2と提携」のとおり、当社

は、Ji2と共同でセキュリティソリューションの製品開発及び販売協力を行うことで事業提携いたしました。

標的型攻撃を中心とした新しいサイバーセキュリティの脅威は、長期間にわたってターゲットに関する情報収集を行

い、目的を達成するまで執拗に攻撃を繰り返すことが大きな特徴で、従来のITセキュリティ製品だけで対策を講じること

は非常に難しいのが実情であり、重要な経営課題のひとつとなっています。一方、最近、ITセキュリティは国産の製品や

サービスでベースを固めたいというニーズが増えています。

当社はPCや携帯端末、サーバー、ネットワークに関わるITセキュリティ分野で多くの自社開発製品を有し、それらを

駆使したクラウドサービスを提供しています。Ji2はPCやサーバー、スマートフォンの内部データを技術調査・捜査する

ノウハウやツールを開発し、デジタルフォレンジックのサービスに創業以来取り組んでいます。事業提携は、当該課題と

ニーズに応えるもので、まず、新しいサイバー攻撃対策に焦点をあて、両社がそれぞれ保有する技術、ノウハウを融合さ

せ、サイバーセキュリティの新しい製品やサービスの共同開発に着手しております。さらに、共同での様々なITセキュリ

ティソリューションの研究開発を進めると同時に、国内に留まらず、米国を始めとする海外でも販売協力を行うものであ

ります。

今般、この事業提携を深耕させる中で、よりスピーディに、かつ積極的に当該課題とニーズに対応し、事業拡大を図

る方法をさらに両社で検討した結果、両社が資本面で一体となり、さらに柔軟にかつ機動的に資源配分を行える体制を構

築することが望ましいとの共通認識を有するに至り、本件統合を行うことで合意にいたりました。

 

(3)　当該株式交換の方法、株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容

　①　当該株式交換の方法

 当社は、Ji2の発行済株式127,311株のうち、本件株式取得により78,563株を購入し、残り48,748株については本件

株式交換により取得し、これらによりJi2を完全子会社化する予定です。Ji2の役職員の株主様には当社株式を所有し

ていただくため、また、当社の自己株式の有効活用という観点から、双方協議を行い、上記のとおり、発行済株式の

78,563株については本件株式取得の対象とし、残り48,748株については本件株式交換の対象とすることで合意いたし

ました。なお、本件株式取得の資金につきましては、自己資金の充当を予定しております。

 

　②　株式交換に係る割当ての内容

 

 
株式会社ソリトンシステムズ

（株式交換完全親会社）

株式会社Jj2

（株式交換完全子会社）

本件株式交換に係る

割当比率
１ ３

（注１）株式の割当比率

Ji2の普通株式１株に対して、ソリトンシステムズの普通株式３株を割当て交付します。なお、前記株式

交換比率は、算定の根拠となる諸条件に重大な変更が生じた場合、両社協議のうえ、変更することがありま

す。

（注２）本件株式交換により割当てる当社の株式について、当社が有する自己株式を割当てます。

　普通株式：146,244株（予定）

（注３）単元未満株式の取扱い

本件株式交換に伴い、当社の単元未満株式（100株未満の株式）を保有する株主が新たに生じることが見

込まれます。平成25年５月16日時点のJi2の株主名簿を基準にした場合、Ji2の全株主の内、３人の方々が当社

の単元未満株式のみを保有する可能性があります。金融商品取引所市場において単元未満株式を売却すること

はできません。当社の単元未満株式を所有することとなる株主の皆様におかれましては、会社法第192条第１

項の規定に基づき、当社に対しご所有の単元未満株式の買取を請求することができます。
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　③　その他の株式交換契約の内容

当社がJi2との間で、平成26年５月19日に締結した株式交換契約の内容は次のとおりです。

 

株式交換契約

　株式会社ソリトンシステムズ（以下「甲」という。）および株式会社Ji2（以下「乙」という。）は、株式交換に関

し、次のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。

 

第１条（株式交換の目的）

　甲および乙は、甲を乙の株式交換完全親会社とし、乙を甲の株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」

という。）を行い、甲は、乙の発行済株式の全部を取得する。

 

第２条（株式交換完全親会社および株式交換完全子会社の商号および住所）

甲ならびに乙の商号および住所は、それぞれ次のとおりである。

(1）甲（株式交換完全親会社）

（商号）株式会社ソリトンシステムズ

（住所）東京都新宿区新宿二丁目４番３号

(2）乙（株式交換完全子会社）

（商号）株式会社Ji2

（住所）東京都新宿区西新宿七丁目21番１号新宿ロイヤルビル

 

第３条　（株式交換に際して交付する株式の算定及びその割当て）

甲は、株式交換に際して、本株式交換の効力発生日の前日における乙の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同

じ。）に記載又は記録された甲を除く乙の株主（実質株主を含む。以下同じ。）に対し、その所有する乙の普通株式に代

えて、その所有する乙の普通株式１株につき、甲の普通株式3株の割合をもって甲の自己株式146,244株を割当交付する。

 

第４条（増加する資本金および準備金の額）

本株式交換に際して、甲の資本金および準備金の額は、変動しない。

 

第５条　（効力発生日）

　本株式交換がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、平成26年６月24日とする。但し、本株式交換の

手続進行上の必要性その他の事由により、甲乙協議の上、これを変更することができる。

 

第６条（承認の手続き）

甲は、会社法第796条第３項の規定により、本契約について同法第795条第１項に定める株主総会の承認を受けないで本株

式交換を行う。

(2) 乙は、平成26年５月19日開催の臨時株主総会において本契約書の承認及び本株式交換に必要な事項に関する決議を求

める。但し、本株式交換の手続きの進行等に応じて必要があるときは、甲乙協議の上、これを変更することができる。

 

第７条（会社財産の管理等）

甲および乙は、本契約締結後、効力発生日に至るまで、それぞれ善良なる管理者の注意をもって、自らの業務を執行し、

かつ一切の財産の管理および運営を行い、また、その財産または権利義務に重大な影響を及ぼす行為については、あらか

じめ甲乙協議し合意のうえ、これを行うものとする。

 

第８条（本株式交換条件の変更及び本契約の解除）

本契約締結の日から効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により甲又は乙の財産状態又は経営状態

に重大な変動が生じた場合、本株式交換の実行に重大な支障となる事態が発生した場合、その他本契約の目的の達成が困

難となった場合には、甲乙協議の上、本株式交換の条件その他本契約の内容を変更し、又は本契約を解除することができ

る。

 

第９条（本契約の失効）

本契約は、第６条に定める甲又は乙の適法な機関決定又は法令に定める関係官庁等の承認を得られないときは、その効力

を失うものとする。
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第１0条（本契約に定めのない事項）

本契約に定める事項のほか、本株式交換に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲および乙協議の上、これを定

めるものとする。

 

　本契約締結の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自記名捺印の上、各1通を保管する。

 

平成26年5月19日

 

甲：東京都新宿区新宿二丁目４番３号

株式会社ソリトンシステムズ

代表取締役社長　　　鎌田　信夫

 

乙：東京都新宿区西新宿七丁目21番１号新宿ロイヤルビル

株式会社Ji2

代表取締役社長　　　藤澤　哲雄

 

 

(4)　株式交換に係る割当ての内容の算定根拠

①　算定の基礎及び経緯

当社は、本件株式交換における交換比率の算定については、その公正性及び妥当性を確保するため、当社及びJi2双方

から独立した第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティング（以下、「プルータス」という。）に算定を

依頼しました。

プルータスは、両社の株式価値の算定に際して、当社の株式価値については、当社が東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市

場に上場しており、市場価値が存在することから市場株価法を採用し、また、Ji2の株式価値については、非上場会社で

あることを勘案し、ＤＣＦ法を採用して算定を行いました。

当社株式の市場株価法においては算定基準日を平成26年5月16日として、当社普通株式の東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ

スタンダードにおける算定基準日の終値、算定基準日以前1ヶ月間、同3ヶ月間、同6ヵ月間及び当社により「平成26年3月

期決算短信」が公表された平成26年5月13日から算定基準日までの平均市場株価（終値）にて算定しております。この算

定された当社株式の1 株当たりの価額の評価レンジは以下のとおりであります。

算定方法 １株当たり価値の評価レンジ

市場株価法 685円～776円

 

これに対して、Ji2のＤＣＦ法においては、同社が作成した平成26年12月期～平成28年12月期の財務予測に基づく将来

キャッシュフローを一定の前提・仮定を基にした割引率で現在価値に割り引くことによって企業価値を算定しておりま

す。なお、大幅な増減益は見込んでおりません。算定された１ 株当たりの価値の評価レンジは以下のとおりでありま

す。

算定方法 １株当たり価値の評価レンジ

ＤＣＦ法 1,854円～2,330円

なお、両社から独立した第三者算定機関であるプルータスによる算定結果は、本株式交換における株式交換比率の

公正性について意見を表明するものではありません。

 

当社はこれらの算定結果を踏まえ、両社で真摯に交渉・協議した結果、最終的に本件統合比率が妥当であるとの判断

に至り、合意しました。

 

②　算定機関との関係

プルータスは、当社及びJi2からは独立した算定機関であり、関連当事者には該当せず、本件統合において記載すべき

重要な利害関係は有しておりません。

 

(5)　当該株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の

額、総資産の額及び事業の内容（平成26年3月31日現在）

①　商号　　　　　　　　　：株式会社ソリトンシステムズ

②　本店の所在地　　　　　：東京都新宿区新宿二丁目４番３号
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③　代表者の氏名　　　　　：代表取締役社長　鎌田　信夫

④　資本金の額　　　　　　：1,326百万円

⑤　純資産の額　　　　　　：現時点では確定しておりません。

⑥　総資産の額　　　　　　：現時点では確定しておりません。

⑦　事業の内容　　　　　　：ITセキュリティ＆クラウド、映像コミュニケーション

　　　　　　　　　　　　　　　及びエコ・デバイス事業

以　上
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